令和8年3月6日

対象者　各位

北秋田市農業再生協議会事務局


「コメ新市場開拓等促進事業（旧　水田リノベーション事業）」の要望調査について



　上記事業について、要望調査を実施しますので、要望される方は、期限までに提出願います。なお、本事業については、必ず採択されるとは限りませんのでご了承願います。



【　対象作物及び交付単価　】
　新市場開拓用米（輸出用米）　　　４万円/10a ※１
　加工用米　　　　　　　　　　　　３万円/10a ※１
　　米粉用米（パン・めん専用品種）　９万円/10a ※１
酒造好適米　　　　　　　　　　　取組年数に応じて最大３万円/10a ※２

※１ 都道府県が多収品種と判断する品種等を作付けする場合、0.5万円/10a
を加算（多収品種加算）
　　　※２ 取組年数に応じて「１年あたり１万円/10a×最大３年間」を令和８年度
に一括で支援


○別紙項目の低コスト生産技術等の導入を３つ以上実施する必要があります。
　※実績報告時には、根拠書類として写真や購入伝票等が必要になります。
　※取組要件や根拠書類について、パンフレットのQ1とQ2を必ずご確認ください。


【　留意事項　】
○要望書提出後、飼料用米等（米粉用米・新市場開拓用米・備蓄米・主食用米）への変更は、要望者全体の交付金に関わりますのでしないで下さい。
　ただし、本事業が市町村単位で採択されなかった場合については、変更可能となります。十分ご注意願います。


〇集落営農組合員は各集落営農組合単位での要望となります。要望した方の中で取組できない方がいると、本事業の交付金が交付されないので、要望した方は必ず取組みしてください。


※要望調査提出後の取り止めや面積減した場合、取組者、出荷先、実需者から理由書の提出が必要となる場合があるので、ご注意ください。

※前年度と同様の取組みでも要望できますが、可能な限り新たな取り組みの実施や取組面積の拡大等、より高度な取組とすることを推奨します。

○要望書提出先
・JAと契約の農家：JA（方針作成者）営農部　担い手課
（※JA秋田たかのすでの申請は加工用米、新市場開拓用米となります。）
・JA以外と契約の農家：北秋田市農業再生協議会（北秋田市農林課農業振興係内）


提出期限は、令和8年3月30日（月）です。期限を過ぎた場合、要望内容に不備があった場合は受付出来ませんので予めご了承願います。


[bookmark: _GoBack]
【　お問い合わせ　】
○北秋田市　産業部　農林課　農業振興係
　　　　〒018-3312　北秋田市花園町15-1
TEL　62-5514　FAX　62-5551

○JA秋田たかのす　営農部　担い手課
　　　　〒018-3454  北秋田市脇神字脇神囲ノ内17-1 
TEL　63-1140　FAX　63-0161


受付日　令和８年　　月　　日


コメ新市場開拓等促進事業　要望書

　住所・氏名・連絡先・対象作物・低コスト生産技術（３つ以上）要望面積または袋数を記入し期限までに提出願います。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
記入例

住　所　北秋田市脇神字脇神囲ノ内17-1
氏　名　営農　太郎
対象作物　加工用米
低コスト生産技術３つ以上
	①
	④
	⑥
	
	




                                                                            

【　要　望　】

住　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

連絡先　　　　　　　　　　　

対象作物　　　　　　　　　

低コスト生産技術３つ以上
	
	
	
	
	



R8要望面積　　　　　　　　　　㎡　または要望袋数　　　　　　　　袋/30kg


※カドミウム含有米0.4ppm超については加工用として米出荷できません。一括管理の場合、不足分については主食用米より充足となりますのでご留意願います。
※R8年産は地区単収が変更となった地区もございます。
鷹巣地区537kg　合川地区556kg　森吉地区534kg　阿仁地区497kg
